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法人等の所在地

法人等の名称

代表者職・氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

（㊞：印鑑証明証と同一印の押印）

東部公園及び香里ケ丘中央公園の駐車場の管理運営を行う駐車場事業者の応募にあたり、以下に記載した内容に相違ないことを誓約します。
（1） 基本要件
過去5年以上駐車場の管理運営業務の実績があり、かつ、過去3年以内に官公庁の駐車場運営の実績があること。
（2） 資格制限
1 [bookmark: _Hlk211522054]暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第2号に規定する暴力団、その他反社会的団体及びその構成員等でないこと。
2 [bookmark: _Hlk211522042]駐車場法（平成29年法律第26号）の規定に違反し、または駐車場法に基づく指示、命令等に従わなかった者で、違反状態が解消した日、または指示、命令等の履行を終えた日から３年を経過しない者でないこと。
3 [bookmark: _Hlk211522003]地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当しない者であること（同令第167条の第１項において準用する場合も含む）。
4 会社更生法（平成14年法律第154号）第17条第１項又は第２項の規定による更制手続き開始の申し立てをしていない者又は申し立てをなされていないものであること。ただし、同法第41条第1項の更生手続開始の決定を受けた者については、その旨を証する書類を提出した場合にあっては、更生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
5 平成12年3月31日以前に民事再生法（平成11 年法律第225 号）附則第２条による廃止前の和議法（大正11 年法律第72 号）第12 条第１項の規定による和議開始の申立てをしていない者であること。
6 平成12年4月1日以後に民事再生法第21 条第1 項又は第２項の規定による再生手続開始の申立てをしていない者又は申立てをなされていない者であること。ただし、同法第33 条第1項の再生手続開始の決定を受けた者で、同法第174 条第１項の再生計画認可の決定がされた者については、その旨を証する書類を提出した場合にあっては、再生手続開始の申立てをしなかった者又は申立てをなされなかった者とみなす。
